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☑
○ 【共通事項（体制）】
安全（衛生）管理体制が確立されているか □
定期的に安全衛生委員会、協議会等が開催されているか □
安全（衛生）担当者の職務を明確にしているか □
安全（衛生）担当者の職務が適正に遂行されているか □

○ 【共通事項（取組）】
リスクアセスメントを実施し、低減措置を講じているか □
危険箇所の「見える化」に取り組み、注意喚起を行っているか □
ヒヤリ・ハット情報を労働者間で共有しているか □

○ 【作業手順】
非定常時（故障、異物の除去、清掃等）の作業手順は決まっている
か

□

作業手順は関係労働者に周知されているか □
作業手順は実際の作業に合ったものか □

○ 【はさまれ、巻き込まれ防止】
回転軸、歯車、プーリー、ベルト等に覆い、囲い等を設け、有効に
保持しているか

□

上記のほかに、機械のアームやテーブル、加工材料の可動範囲、粉
砕機や混合機の羽、ロールやコイル、昇降設備などに覆い、囲い等
を設け、有効に保持しているか

□

設置された安全カバーや安全装置は、定期的に点検し、常に有効な
状態に保持されているか

□

開閉する安全カバー等にはインターロック（リミット）スイッチを
設けているか

□

「安全な作業標準」を定め、その作業標準により作業されているこ
とを確認しているか

□

作業標準で「具体的な停止手順」を定めているか □
機械等に「清掃等の場合の運転停止」の表示がなされ、徹底が図ら
れるよう関係労働者に教育しているか

□

清掃等で取り外し可能となっている安全カバーに、「機械を停止せ
ずにカバーを取り外さないこと」等の表示がなされているか

□

「運転停止」、「はさまれ・巻き込まれ危険」などの表示は、作業
者が気付きやすい位置や色でなされているか

□

コンベヤーの非常停止装置は、非常時に直ちに作動させることがで
きる位置に設置されているか

□

ボール盤等、回転する刃物に手が巻き込まれる危険がある機械を操
作する際には手袋の使用を禁止し、その旨を表示しているか

□

衣服が回転物に巻き込まれないよう、作業服の破れなどがないか、
袖口をきちんと留めているか、始業前に確認しているか

□

○ 【安全衛生教育】
労働者の雇入れ時、作業転換時に安全衛生教育を行っているか □
安全（衛生）担当者や管理者へ安全衛生教育を実施しているか □
免許・技能講習等の必要な業務に資格者を配置しているか □

免許・技能講習等が必要な作業者に、定期的な教育を行っているか □

作業実態や作業工程に応じた安全衛生教育を実施しているか □
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